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版
本
『
職
原
抄
』
書
誌
考
（
一
）
　
　

今 

西 

祐 

一 

郎

一

『
太
平
記
』
で
知
ら
れ
る
南
北
朝
時
代
に
、
南
朝
の
重
臣
と
し
て
活
躍
し
た
村
上
源
氏
の
裔
北
畠
親
房
は
、『
神
皇
正
統
記
』
を
著
し

て
南
朝
の
正
統
を
主
張
し
た
、
古
来
著
名
の
人
物
で
あ
る
。
と
り
わ
け
南
朝
正
閨
論
を
採
用
し
た
近
代
日
本
で
は
、
楠
正
成
と
な
ら
ぶ

皇
国
史
観
下
の
英
雄
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
に
は
も
う
一
つ
の
顔
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
職
原
抄
』
の
著
者
と
し
て
で
あ
る
。

『
神
皇
正
統
記
』
が
「
日
本
帝
王
代
々
後
醍
醐
天
皇
ノ
時
マ
テ
ノ
事
ヲ
イ
カ
ニ
モ
ア
ラ

く
ト
記
」（
林
羅
山
『
日
本
書
籍
考
』）
し
た

史
書
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
職
原
抄
』
は
律
令
制
下
の
官
職
の
解
説
書
、
有
職
故
実
書
で
あ
る
。

現
代
人
に
は
、
前
者
『
神
皇
正
統
記
』
の
方
が
歴
史
書
と
し
て
親
し
み
や
す
い
け
れ
ど
も
、
近
世
に
お
け
る
出
版
は
後
者
『
職
原
抄
』

が
前
者
を
圧
倒
し
て
お
り
、
恐
ら
く
知
名
度
も
ま
た
然
り
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

職
原
ン
の
根
を
掘
て
出
す
北
畠
（
『
日
本
史
伝
川
柳
狂
句
』
十
六
）

『
職
原
抄
』
と
い
う
書
物
が
い
か
に
重
視
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
れ
は
慶
長
四
年
の
後
陽
成
天
皇
に
よ
る
古
活
字
勅
版
の
刊
行
に
際
し
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て
、『
日
本
書
紀
神
代
巻
』、『
古
文
孝
経
』、『
四
書
』
と
と
も
に
『
職
原
抄
』
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
る
。
国
書
と
し
て
は
『
日

本
書
紀
』
と
な
ら
ぶ
双
璧
、
と
い
う
評
価
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
も
整
版
本
盛
行
以
前
の
慶
長
年
間
に
古
活
字
版
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、『
神
皇
正
統
記
』
の
版
行
は
、
江
戸
初
期
慶
安
二
年
と
幕
末
慶
応
二
年
の
二
回
の
み
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
整
版

本
の
時
代
に
な
っ
て
寛
永
以
前
、
正
保
、
万
治
、
延
宝
、
延
享
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
版
で
上
梓
さ
れ
、
注
釈
書
も
そ
れ
に
劣
ら
ず
出
版

さ
れ
た
『
職
原
抄
』
と
の
需
要
の
差
は
明
ら
か
で
あ
る
。

『
職
原
抄
』
は
こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
に
お
い
て
版
を
改
め
た
び
た
び
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
の
本
文
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
同
じ
本
文

で
あ
っ
た
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
そ
れ
は
、
慶
長
勅
版
を
承
け
、
清
原
秀
賢
の
跋
文
を
添
え
て
慶
長
十
三
年
に
出
版
さ

れ
た
古
活
字
版
『
職
原
鈔
』
の
本
文
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
刊
記
整
版
（
寛
永
十
一
年
以
前
刊
―
後
述
）、
正
保
版
、
慶
安
版
、
万
治

版
、
延
宝
版
を
通
し
て
、
本
文
上
・
下
二
巻
に
加
え
、「
補
遺
」、「
後
附
」
な
ら
び
に
次
に
掲
げ
る
清
原
秀
賢
の
跋
を
付
載
し
た
、
慶

長
十
三
年
刊
の
古
活
字
版
『
職
原
抄
』
の
本
文
が
流
布
し
て
ゆ
く
（
勅
版
お
よ
び
伏
見
宮
版
は
秀
賢
の
跋
が
な
い
）。

官
位
職
員
科
目
備
令
條
雖
載
之　
　

上
古
風
儀
輙
難
識
量
多
端
也
而

今
此
鈔
者
外
顕
除
書
之
體
内
含　
　

令
式
之
儀
而
模
周
典
之
職
配
唐　

官
之
名
又
述
自
中
古
覃
當
時
諸　
　

家
昇
進
旨
趣
殆
如
指
掌
也
是
以

桃
華
禅
閣
被
加
格
言
尤
可
謂
官　
　

位
職
掌
之
亀
鑑
者
也
爰
中
原
職
忠

欲
鏤
梓
之
余
需
校
讎
因
聚
考
数　
　

本
従
其
宜
而
已
并
可
便
覧
者
七

八
科
附
其
後

于

慶
長
戊
戌
夏
四
月
蚯
蚓
出
日　
　
　
　

吏
部
少
卿
清
原
秀
賢
誌

な
お
慶
長
十
三
年
古
活
字
版
に
は
、「
補
遺
」
の
末
尾
（「
後
附
」
の
前
）
に
も
、
勅
版
お
よ
び
伏
見
版
に
見
え
な
い
、
次
の
よ
う
な
一

条
兼
良
の
識
語
が
見
え
、
こ
れ
も
ま
た
以
後
の
整
版
諸
本
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
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此
抄
者
北
畠
准
后
大
納
言
源
親
房
所　

集
也
百
官
之
始
末
諸
家
之
勝
劣
殆
如

指
掌
宜
着
眼
耳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桃
華
老
人

二

整
版
最
初
の
『
職
原
抄
』
は
、
慶
長
十
三
年
刊
古
活
字
版
の
覆
刻
と
お
ぼ
し
く
、
被
せ
彫
り
に
際
し
て
、
送
り
仮
名
、
返
り
点
等
を

加
え
る
。
た
だ
し
、
慶
長
十
三
年
の
刊
記
を
有
す
る
古
活
字
版
『
職
原
抄
』
に
は
少
な
く
と
も
二
種
あ
り
、
寛
永
期
刊
の
整
版
は
そ
の

一
つ
の
覆
刻
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
。

　

古
活
字
版
（
慶
長
十
三
年
刊
）
一
本　

一
丁
表
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無
刊
記
整
版　

一
丁
表

管
見
で
は
こ
の
覆
刻
整
版
本
に
刊
記
の
あ
る
も
の
を
見
な
い
が
、
寛
永
十
一
年
の
書
き
入
れ
を
有
す
る
一
本
が
あ
り
、
寛
永
十
一
年

を
下
ら
ざ
る
江
戸
初
期
の
刊
で
あ
る
（『
群
書
解
題
』
に
は
「
寛
永
五
年
の
整
版
の
刻
本
も
あ
る
」
と
記
す
が
、
未
見
）。
古
活
字
版
（
お

よ
び
勅
版
）
が
題
号
を
『

原
鈔
』
に
作
る
の
を
承
け
て
、
整
版
本
も
身
扁
で
の
「

」
に
作
る
。　

た
だ
し
、
こ
の
寛
永
期
刊
『
職
原

鈔
』
整
版
本
に
は
異
版
が
見
出
さ
れ
る
。『
職
原
抄
』
本
文
に
付
け
ら
れ
た
傍
訓
の
有
無
・
相
違
は
さ
て
お
き
、
本
文
の
違
い
と
し
て
目

に
付
く
の
は
、
上
巻
二
四
丁
表
、
陰
陽
寮
の
四
等
官
「
漏
刻
博
士
」
の
唐
名
に
「
挈
壷
正
」
と
す
る
版
と
「
挈
壷
郎
」
と
す
る
版
の
二
種

が
あ
る
。
古
活
字
版
は
「
正
」
で
あ
る
。
以
下
の
解
説
で
は
、
古
活
字
版
同
様
「
正
」
に
作
る
版
を
甲
本
と
し
、「
郎
」
を
乙
本
と
す
る
。

甲
乙
い
ず
れ
も
無
刊
記
本
で
あ
る
が
、
後
に
甲
本
に
は
平
野
屋
佐
兵
衛
板
、
乙
本
に
は
田
原
仁
左
衛
門
板
が
出
る
。
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無
刊
記
整
版
（
甲
本
）　

上
巻
二
十
四
丁
表　

「
挈
壷
正
」

　

無
刊
記
整
版
（
乙
本
）　

上
巻
二
十
四
丁
表　

「
挈
壷
郎
」
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寛
永
年
間
刊
と
目
さ
れ
る
最
初
の
整
版
に
続
い
て
、
正
保
二
年
に
、
勅
版
以
来
一
面
八
行
で
あ
っ
た
版
面
を
九
行
に
す
る
新
た
な
整

版
本
が
出
版
さ
れ
た
。
刊
記
は
「
正
保
貮
暦
九
月
上
旬
重
刊
」、
書
肆
を
記
さ
な
い
本
が
多
い
が
、「
室
町
通
鯉
山
之
町　

小
嶋
市
郎
右

衛
門
梓
行
」、「
田
邊
作
右
衛
門
板
」
と
記
し
た
版
も
見
出
さ
れ
る
。
本
文
は
寛
永
版
甲
本
に
同
じ
く
「
漏
刻
博
士
」
条
を
「
挈
壷
正
」
に

作
り
、
慶
長
十
三
年
古
活
字
版
の
清
原
秀
賢
の
識
語
も
備
え
る
が
、
題
号
は
今
日
通
行
の
「
職
」
字
に
作
る
。

正
保
版
は
、
寛
永
年
間
刊
本
と
は
本
文
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
一
行
の
字
詰
・
字
数
も
同
一
で
あ
り
、
各
面
一
行
増
や
す
こ
と
に
よ
り
、

上
巻
で
は
七
丁
、
下
巻
で
は
八
丁
紙
数
を
節
減
し
て
い
る
。

　

正
保
二
年
刊　

上
巻
一
丁
表

次
い
で
万
治
二
年
に
は
、
正
保
版
を
縮
小
し
た
袖
珍
本
（
版
面
は
縦
一
二
糎
前
後
、
横
八
・
五
糎
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
一
面
九
行
、
版

面
の
字
詰
め
、
題
号
の
「
職
」
字
、「
漏
刻
博
士
」
条
の
「
挈
壷
正
」
な
ど
、
す
べ
て
正
保
版
に
同
じ
。
刊
記
は
「
萬
治
二
己
亥
暦
林
鐘
中

旬　

林
和
和
泉
掾
板
行
」。
な
お
本
書
万
治
版
に
は
、
同
じ
版
元
の
異
版
が
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
考
察
も
別
稿
に
譲
る
。
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万
治
二
年
刊
（
小
本
）　

上
巻
一
丁
表

そ
の
後
、
延
宝
七
年
に
は
、
題
箋
に
『
改
正
職
原
鈔
』（
内
題
は
『
職
原
抄
』）
と
銘
打
っ
て
、
新
た
な
整
版
本
が
刊
行
さ
れ
た
。
正
保

版
の
端
正
な
字
体
に
比
し
て
、
や
や
砕
け
た
版
面
で
あ
る
が
、
一
面
九
行
で
字
詰
め
も
正
保
版
に
全
く
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
漏

刻
博
士
」
条
は
正
保
版
の
「
挈
壷
正
」
で
は
な
く
、
寛
永
版
乙
本
の
「
挈
壷
郎
」
で
、
下
巻
末
の
秀
賢
識
語
を
欠
く
。
刊
記
は
「
延
宝
七

年
巳
未
二
月
吉
日　

井
筒
屋
六
兵
衛　

開
板
」。
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延
宝
七
年
刊　

上
巻
一
丁
表

三

近
世
に
お
け
る
『
職
原
抄
』
の
出
版
は
、
延
宝
版
ま
で
は
慶
長
十
三
年
刊
古
活
字
版
本
文
の
踏
襲
で
あ
っ
た
が
、
有
職
学
の
進
展
に

よ
っ
て
、『
職
原
鈔
』
の
本
文
批
判
が
課
題
と
な
る
に
い
た
る
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、『
源
氏
官
職
故
実
秘
抄
』
や
『
紫
式
部
日

記
傍
注
』、『
枕
草
子
装
束
抄
』
な
ど
で
知
ら
れ
る
壺
井
義
知
で
、
そ
の
成
果
は
大
部
の
『
職
原
抄
』
注
釈
『
職
原
鈔
通
考
』
を
経
て
、
享

保
三
年
刊
の
『
職
原
鈔
弁
疑
私
考
』
に
ま
と
め
ら
れ
公
刊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
壺
井
義
知
を
師
と
す
る
速
水
房
常
（
元
禄
十
三
年
〜
明
和
六
年
）
が
延
享
四
年
、『
職
原
鈔
校
訂
』
と
銘
打
っ
て
、
新
た
な
『
職

原
抄
』
を
刊
行
し
た
。

正
保
版
以
後
、
諸
版
い
ず
れ
も
、
古
活
字
版
・
寛
永
版
と
一
行
の
字
詰
め
は
同
じ
く
し
な
が
ら
も
一
面
の
行
数
を
古
活
字
版
・
寛
永
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版
の
八
行
か
ら
一
行
増
や
し
た
九
行
本
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
延
享
四
年
刊
の
『
職
原
鈔
校
訂
』
は
、
古
活
字
版
・
寛
永
版
と
同
じ
八

行
本
に
戻
る
。
の
み
な
ら
ず
版
面
を
熟
視
す
る
と
、
該
書
の
本
体
は
寛
永
版
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
に
諸
処
に
傍
記
や
圏
点
、
入
れ
木
（
埋

木
）
に
よ
る
改
訂
を
施
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

　

延
享
四
年
刊
『

原
鈔
校
訂
』
上
巻
一
丁
表

校
訂
者
速
水
房
常
は
京
都
の
故
実
家
で
、『
諸
家
知
譜
拙
記
』
の
校
訂
や
『
職
原
須
知
』
な
ど
有
職
故
実
に
関
す
る
書
を
多
数
著
し
た
。

延
享
版
下
巻
末
に
は
、

右
職
原
鈔
及ヒ

補
遺
後
附
。
坊
間
所
レ

行ル
ヽ。

舛
誤
衍
脱
。
不
レ

為
レ

尠ト

矣
。
今
質シ
二

諸ヲ

舊
本ニ
一。
考ヘ
二

諸ヲ

古
記ニ
一。

改
二

其
顕
誤ヲ
一。
存シ
二

其
可ヲ
一レ

疑
。
旁―

二

書シ

之ヲ

圏ス
レ

之ヲ

。
若キ

ハ二

夫ノ

相
當
唐
官ノ
一。
固ト

係ル
二

後
人
所ニ
一

加ル

也
。
故ニ

據
二

官
位
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令
等ニ
一。
改
正
填
補ス

ト

云
。

　
　
　
　
　

延
享
丁
卯
孟
春　
　
　

速
水
房
常
謹
識

と
い
う
房
常
の
跋
を
付
す
。
流
布
版
本
『
職
原
抄
』
本
文
の
杜
撰
を
指
摘
す
る
こ
の
跋
に
、
房
常
の
師
壺
井
義
知
の
名
は
見
え
な
い

が
、
本
書
の
校
訂
は
、
壺
井
義
知
の
『
職
原
鈔
弁
疑
私
考
』
に
拠
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
書
『
弁
疑
私
考
』
は
、「
現

在
に
至
る
ま
で
、『
職
原
鈔
』
の
注
釈
書
と
し
て
も
っ
と
も
優
れ
た
書
」（
加
地
宏
江
『
中
世
歴
史
叙
述
の
展
開
―
『
職
原
鈔
』
と
後
記
軍

記
―
』
平
成
十
一
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
）
と
評
さ
れ
る
名
著
で
あ
っ
た
。

　

校
訂
の
多
く
が
傍
記
や
余
白
・
行
間
へ
の
補
刻
と
い
う
形
式
で
あ
る
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
延
享
版
が
新
刻
で
は
な
く
、
無
刊
記

記
整
版
本
を
利
用
し
た
こ
と
と
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
傍
記
に
よ
っ
て
校
訂
し
た
『
職
原
抄
校
訂
』
と
、
そ
の
寛
永
期
版
本
と
を
比

較
に
供
す
。

　

『
職
原
鈔
校
訂
』　

上
巻
十
二
裏



11

速
水
房
常
『
職
原
鈔
校
訂
』
覚
書

　

無
刊
記
整
版
本　

同

ま
た
、
本
文
は
そ
の
ま
ま
で
、『
職
原
鈔
弁
疑
私
考
』
が
疑
い
を
示
し
た
本
文
に
対
し
て
は
、
無
刊
記
整
版
本
の
当
該
部
分
を
罫
線

で
囲
む
と
い
う
処
置
を
施
す
。
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速
水
房
常
『
職
原
鈔
校
訂
』
覚
書

　

『
職
原
鈔
校
訂
』
上
巻　

二
十
六
丁
表

こ
の
箇
所
は
『
職
原
鈔
弁
疑
私
考
』
が
上
巻
「
辨
職
原
鈔
中
有
差
失
」
の
「
式
部
大
少
丞
」
項
で
、

是
按
此
註
コ
ヽ
ニ
繋
ラ
サ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
又
侍
郎
ハ
輔
ノ
唐
名
是
ヲ
丞
ニ
ア
ツ
ル
モ
非
ナ
リ
。
元
此
詩
ハ
藤
原
在ア

キ

衡ヒ
ラ

世ニ

号
二

粟
田ノ

大

臣ト
一

是
也
。
延
長
六
年
七
月
廿
五
日
式
部
少
輔
ノ
従
五
位
下
ト
シ
テ
。
蔵
人
ニ
補
シ
テ
殿
上
セ
ラ
レ
シ
ヲ
。
橘
正
通
ガ
賀
シ
贈
ケ

ル
詩
ナ
リ
。
然
ル
ヲ
六
位
蔵
人
ノ
式
部
大
丞
。
叙
爵
シ
テ
官
職
ヲ
去
テ
。
殿
上
ヲ
下
ル
コ
ト
ニ
思
差
ヒ
ケ
ル
ヤ
。

本
ニ
モ
此
事

出
タ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
是
必
後
人
ノ
付
會
ナ
ラ
ン
カ
。 

（
上
巻
二
十
二
丁
）　
　
　

と
疑
問
を
呈
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

念
の
た
め
『
職
原
鈔
校
訂
』
が
底
本
と
し
て
無
刊
記
整
版
本
を
利
用
し
た
こ
と
の
確
証
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
次
に
掲
げ
る
よ

う
に
無
刊
記
本
乙
本
と
匡
郭
の
欠
損
の
一
致
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
立
証
で
き
る
。
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速
水
房
常
『
職
原
鈔
校
訂
』
覚
書

　

『
職
原
鈔
校
訂
』
上
巻
二
十
二
丁
裏

　

無
刊
記
（
乙
）
本　

上
巻
二
十
二
丁
裏
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『
職
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鈔
校
訂
』
覚
書

し
か
し
、
延
享
版
『
職
原
抄
校
訂
』
は
、
無
刊
記
（
乙
）
本
の
版
面
す
べ
て
を
無
条
件
に
踏
襲
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
丁
す
べ

て
を
新
刻
し
た
箇
所
も
見
出
さ
れ
る
。

　

無
刊
記
整
版　

上
巻
十
九
丁
表
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速
水
房
常
『
職
原
鈔
校
訂
』
覚
書

　

『
職
原
抄
校
訂
』　

同
（
新
刻
）

こ
の
箇
所
は
、「
太
皇
太
后
宮
職
」
か
ら
「
中
宮
職
」
ま
で
の
「
四
宮
」
が
、「
印
本
」
す
な
わ
ち
古
活
字
版
以
下
の
版
本
が
行
頭
か
ら

書
か
れ
て
い
る
の
を
非
と
し
た
、
壺
井
義
知
『
職
原
抄
辨
疑
私
考
』
の
次
に
掲
げ
る
説
に
従
っ
て
訂
す
る
た
め
に
、
恐
ら
く
は
無
刊
記

整
版
の
版
面
の
摩
耗
等
の
理
由
も
あ
っ
て
、
一
丁
分
の
版
木
を
新
調
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

按
四
宮
職
ノ
書
列
。

本
ニ
ヨ
レ
ハ
各
一
字
低
レ
テ
列
セ
リ
。
是
皆
中
務
省
ノ
被
管
ナ
レ
ハ
ナ
リ
。
然
ル
ヲ
印
本
中
務
省
ノ
列
ニ

齊
ク
シ
ル
セ
ル
ハ
非
ナ
リ
。
公
式
令
ニ
イ
フ
所
ノ
平
出
ノ
式
ハ
コ
ヽ
ニ
カ
ヽ
ラ
ヌ
コ
ト
ナ
リ

 

（
中
巻
「
辨
職
原
鈔
印
本
與
旧
本
有
差
」
三
丁
ウ
）

こ
の
丁
が
新
刻
で
あ
る
こ
と
は
『
校
訂
』
の
版
面
の
鮮
明
さ
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
が
、
前
後
の
丁
と
並
べ
て
見
れ
ば
新
刻
丁
の
上
下

寸
が
、
他
の
箇
所
も
含
め
て
縮
小
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
顕
著
な
例
を
次
に
掲
げ
る
。
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速
水
房
常
『
職
原
鈔
校
訂
』
覚
書

　

『
職
原
抄
校
訂
』
上
巻　

二
十
三
裏
（
新
刻
、
右
）・
二
十
四
表
（
左
）
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速
水
房
常
『
職
原
鈔
校
訂
』
覚
書

ま
た
、
無
刊
記
整
版
（
乙
）
本
に
依
拠
し
て
い
な
が
ら
、『
校
訂
』
内
題
の
「
職
」
字
は
無
刊
記
本
身
扁
の
「

」
と
は
異
な
り
、
通
行

の
耳
扁
に
作
り
、「
漏
刻
博
士
」
条
は
乙
本
の
「
挈
壷
郎
」
で
は
な
く
甲
本
の
「
挈
壷
正
」
に
一
致
す
る
な
ど
、
延
享
版
と
無
刊
記
整
版

本
と
の
関
係
は
一
筋
縄
で
は
解
け
な
い
点
も
あ
っ
て
、
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
。

四

速
水
房
常
『
職
原
抄
校
訂
』
の
「
校
訂
」
内
容
が
、
そ
の
師
壺
井
義
知
の
『
職
原
抄
辨
疑
私
考
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
具
体

的
に
指
摘
し
よ
う
。
ま
ず
『
辨
疑
私
考
』
の
内
容
を
、
上
中
下
巻
そ
れ
ぞ
れ
の
目
次
に
よ
っ
て
示
し
、
そ
の
指
摘
に
従
っ
た
と
思
わ
れ

る
「
校
訂
」
の
一
端
を
紹
介
す
る
。

巻
之
上　

辨ス
下

職
原
鈔
非ル

ヲ

在テ
二

芳
野ニ
一

作ル
ニ上

辨
二

職
原
鈔ノ

題
號
非サ
レ ル

ヲ

ニ

辨
三

職
原
鈔ノ

官
目
拠ル

ヲ二

大
間ノ

次
序ニ
一

辨
三

職
原
鈔ノ

文
間マ

ヽ

引
二

拠ス
ル
ヲ

諸
書ヲ
一　

十
九
條

辨
三

職
原
鈔ノ

中
有ル

ヲ二

別ノ

意
旨
一　

三
條

辨
三

職
原
鈔ノ

中
有ル

ヲ二

差
失
一　

三
十
四
條

巻
之
中　

辨ス
下

職
原
鈔
印
本ト

與
二

本
一

有
上
レ

差ル
ヲ　

五
十
五
條

辨
三

職
原
鈔
印
本ノ

文
有ル

ヲ二

省
略
一　

二
條
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常
『
職
原
鈔
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』
覚
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辨
三

職
原
鈔ノ

印
本ノ

文
有ル

ヲ二

増
加
一　
　

七
條

辨
三

職
原
鈔
印
本ノ

文
亂ヲ
二

次
序ヲ
一　

二
條

辨
二

職
原
鈔
氐
尓
波ノ

點
有ル

ヲ一レ

違　

六
條

巻
之
下　

辨ス
三

職
原
鈔ノ

中
相
當ノ

位
階
有ル

ヲ二

遺
脱
一　

二
十
七
條

辨
三

職
原
鈔ノ

中
相
當ノ

位
階
有ル

ヲ二

差
誤
一　

二
十
三
條

辨
二

職
原
鈔ニ

所ノ
レ

註ス
ル

唐
名
不ル

ヲ一レ

出
准
后ノ

手ニ
一

辨
三

職
原
鈔ノ

補
遺
非ル

ヲ二

桃
華ノ

禅
閤ノ

作ニ
一　

二
十
六
條

辨
二

清
式
部ノ

小
輔
秀
賢ノ

後
附ヲ
一　

二
十
五
條

「
辨
職
原
鈔
中
有
差
失
」（
上
巻
）
で
は
、
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
大
蔵
省
の
項
、「
此
省
掌
諸
国
租
税
」（
上
巻
三
十
八
オ
）
と
い
う
『
職

原
抄
』
の
本
文
に
対
し
、『
辨
疑
私
考
』
は

按
大
蔵
省
ノ
租
税
ヲ
掌
ル
コ
ト
令
式
ニ
ナ
シ
。
其
租
税
ハ
民
部
省
ノ
掌
ル
所
ニ
シ
テ
。
大
蔵
省
ノ
知
ル
所
ニ
ア
ラ
ス
。
是
調
庸
ノ

ア
ヤ
マ
リ
ナ
ラ
ン
カ
（
上
巻
二
十
四
ウ
）

と
述
べ
、『
令
義
解
』
や
『
続
日
本
紀
』
の
例
文
を
挙
げ
る
。
そ
れ
を
承
け
て
『
校
訂
』
本
は
「
租
税
」
の
左
傍
に
圏
点
を
付
し
、
右
傍

に
「
調
庸
」
と
補
刻
す
る
。

「
辨
職
原
鈔
印
本
與

本
有
差
」（
中
巻
）
は
、

職
原
鈔
印
本
ト

本
校
合
ス
ル
ニ
差
ア
リ
。
今
此
書
ニ
於
テ
言
フ
モ
ノ
。
印
本
ノ
差
誤
ア
ル
ノ
ミ
ヲ
ア
ケ
テ
。

本
ノ
正
シ
キ
文

ヲ
註
シ
テ
。
其
是
非
ヲ
左
ニ
辨
ス
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と
し
て
、
五
十
五
条
の
多
き
を
指
摘
す
る
。

た
と
え
ば
、
神
祇
官
条
の
「
伯
」
項
の
、「
彼
流
四
五
品
之
時
給
源
姓
」（
上
巻
三
オ
）
の
「
品
」
字
を
、「
旧
本
」
す
な
わ
ち
無
刊
記
整

版
以
前
の
古
本
が
「
位
」
に
作
り
、
か
つ
そ
れ
が
正
し
い
と
い
う
指
摘
を
承
け
、『
校
訂
』
は
「
品
」
に
「
位
」
を
傍
記
す
る
。

な
お
『
私
考
』
は
こ
の
条
の
最
初
で
、
神
祇
官
条
の
「
又
神
國
之
故
以
當
官
以
太
政
官
之
上
乎
」（
上
巻
二
ウ
）
を
取
り
上
げ
、「
以
」

字
が
旧
本
す
な
わ
ち
無
刊
記
整
版
以
前
の
古
本
で
「
置
」
に
作
る
の
を
是
と
し
、
ま
た
太
政
官
条
の
「
右
左
之
扶
翼
」（
同
六
ウ
）
の
「
右

左
」
が
、
同
じ
く
「
旧
本
」
で
「
左
右
」
に
作
る
の
を
是
と
す
る
。

し
か
し
『
校
訂
』
が
依
拠
し
た
無
刊
記
整
版
（
乙
）
本
は
古
写
本
や
勅
版
と
同
様
も
と
も
と
「
置
」、「
左
右
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
以
」、「
右

左
」
に
誤
り
作
る
の
は
無
刊
記
整
版
（
甲
）
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
、
壺
井
義
知
が
拠
っ
た
「
印
本
」
が
甲
本
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
（
正
保
版
、
万
治
版
、
延
宝
版
も
乙
本
に
同
じ
）。　

次
い
で
「
辨
職
原
鈔
弖
尓
波
点
有
違
」
条
で
は
、

凡
諸
書
ニ
點
ヲ
加
ル
ハ
。
氐
爾
乎
波
ヲ
以
テ
要
ト
ス
。
若
氐
爾
乎
波
ノ
違
ア
ラ
ハ
。
必
其
事
理
ヲ
失
ハ
ム
。
然
ニ
職
原
鈔
ノ
氐
爾

乎
波
旧
記
ニ
違
者
多
シ
。
今
嘗
五
六
処
摘
挙
テ
其
是
非
ヲ
左
ニ
シ
ル
ス
。
其
餘
及
名
目
ノ
連
聲
和
語
ノ
ナ
ラ
ハ
シ
事
多
ケ
レ
ハ
此

書
ニ
シ
ル
サ
ス

と
し
て
、
版
本
の
訓
点
、
送
り
仮
名
の
誤
り
を
指
摘
す
る
。
神
祇
官
条
の
「
第
十
代　

崇
神
天
皇
漸
畏
神
威
鋳
改
鏡
剱
」（
上
巻
二
表
）

の
「
畏
神
威
」
の
版
本
「
神
威
ニ
畏
レ
」
の
訓
み
に
対
し
、

是
ハ
厳
憚
ノ
御
意
ニ
シ
テ
鏡
剱
ヲ
鋳
改
玉
ヘ
ハ
。
謚
モ
亦
崇
神
天
皇
ト
奉
尚
セ
リ
。（
中
略
）
神
意
爾
畏
ト
讀
ト
キ
ハ
戦
慄
ノ
意

ト
ナ
リ
テ
謚
号
ノ
意
ニ
叶
ヘ
カ
ラ
サ
レ
ハ
。
神
威
乎
畏
テ
ト
点
ヲ
加
テ
是
ナ
ラ
ン
カ

と
い
う
根
拠
を
示
し
て
、
訓
を
改
め
、
ま
た
蔵
人
所
条
の
「
管
領
職
事
承
仰
」
を
版
本
が
「
管
領
職
ノ
事
」
訓
む
の
に
対
し
て
、「
管

領
ノ
職
事
ト
ハ
頭
二
人
ノ
中
上
主
ニ
定
タ
ル
人
ヲ
イ
フ
」
故
に
、「
管
領
職
ノ
事
」
で
は
な
く
「
管
領
ノ
職
事
」
と
訓
む
べ
き
こ
と
を
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い
い
、『
職
原
鈔
校
訂
』
は
い
ず
れ
も
そ
れ
に
従
う
。

そ
の
他
、
巻
下
「
辨
職
原
鈔
中
相
當
位
階
有
遺
脱
」、「
辨
職
原
鈔
中
相
當
位
階
有
差
誤
」
で
は
、
官
職
に
対
す
る
相
当
階
位
に
つ
い

て
の
記
述
の
脱
や
誤
り
を
、「
官
位
令
」
に
よ
っ
て
補
正
す
る
。
た
と
え
ば
中
務
省
陰
陽
寮
の
条
で
、「
允
」
を
『
職
原
抄
』
が
「
允　

大

少　

唐
名
司
天
丞　

大
史
丞
」（
上
巻
二
十
三
表
）
と
し
か
記
さ
な
い
点
に
つ
き
、

令
式
ノ
所
見
。
陰
陽
允
ハ
小
寮
ノ
允
ニ
シ
テ
大
少
ヲ
分
タ
ス
。
但
後
世
假
ニ
大
少
ヲ
分
ツ
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
大
少
允
共
ニ
相
當
従
七

位
上
ニ
シ
テ
。
令
條
ノ
如
シ
。

と
説
き
、『
校
訂
』
は
そ
れ
を
承
け
て
、

（
陰
陽
寮
）
允　

大
少　

大
少
共
相
當
従
七
位
上

唐
名
司
天
丞　

大
史
丞

と
補
う
。

こ
の
よ
う
な
房
常
『
校
訂
』
本
に
お
け
る
校
訂
内
容
の
、
壺
井
義
知
『
職
原
抄
辨
疑
私
考
』
へ
の
全
面
的
と
も
い
え
る
依
拠
を
、
し
か

し
房
常
は
『
校
訂
』
の
ど
こ
に
も
記
し
て
い
な
い
。
房
常
は
な
に
ゆ
え
跋
文
（
前
掲
）
な
ど
で
そ
の
師
壺
井
義
知
の
業
績
、
あ
る
い
は
『
職

原
抄
辨
疑
私
考
』
と
い
う
著
作
に
言
及
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
校
訂
』
だ
け
で
は
な
い
。
同
じ
こ
と
は
房
常
に
よ
っ
て
宝
暦
十
一
年
に
上
梓
さ
れ
た
（
刊
記
）
有
職
の
啓
蒙
書
『
職
原
須
知
』
の
場

合
に
も
指
摘
で
き
る
。『
須
知
』
は
「
幼
童
の
名
目
を
覚
ゆ
る
た
よ
り
」（
跋
）
と
し
た
小
冊
で
あ
る
。
こ
の
書
に
お
い
て
も
房
常
は
、
前

掲
の
陰
陽
寮
の
「
允
」
条
に
つ
い
て
、「
大
少
共
ニ
従
七
位
上
」
と
す
る
な
ど
、
随
所
に
壺
井
義
知
『
職
原
抄
辨
疑
私
考
』
の
成
果
の
踏

襲
が
み
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
写
本
で
伝
わ
る
義
知
の
著
作
『
職
原
仮
名
鈔
』
の
記
述
を
襲
っ
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
「
跋
」
に
は
、
義
知
の
名
も
『
辨
疑
』
あ
る
い
は
そ
の
他
の
義
知
著
述
の
書
名
も
な
い
。

先
に
官
位
小
鑑
と
い
ふ
書
あ
り　

寛
文
十
一
年
の
比
河
野
通
典
是
を
鈔
出
し
梓
に
ち
り
は
め
今
世
に
あ
り
と
い
へ
と
も
不
勘
の
所
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速
水
房
常
『
職
原
鈔
校
訂
』
覚
書

数
多
な
る
故
改
め
正
さ
ん
事
を
書
肆
予
に
乞　

よ
て
今
度
職
原
鈔
の
官
次
に
よ
り
書
改
官
位
職
の
員
数
相
當
職
掌
の
大
概
を
記
す

唐
名
は
一
向
除
く
へ
し
と
い
へ
と
も
本
書
に
あ
る
に
ま
か
せ
て
合
不
合
を
論
せ
す
の
す
る
の
み　

并
に
女
官
僧
官
位 

口
宣　

宣

旨　

位
記
等
の
こ
と
を
の
す　

た
ゞ
粗
略
に
言
葉
短
か
く
し
て
小
冊
に
な
る
を
専
と
す　

実
に
幼
童
の
名
目
を
覚
ゆ
る
た
よ
り
に

も
な
ら
ん
か
し

宝
暦
七
年
初
秋
日　
　
　
　

方
巾
齋
房
常
書

こ
の
よ
う
な
『
職
原
抄
』
注
釈
を
め
ぐ
る
師
壺
井
義
知
と
門
弟
速
水
房
常
と
の
間
に
微
妙
な
気
配
を
感
じ
る
の
は
思
い
過
ご
し
で
あ

ろ
う
か
。
房
常
に
は
ま
た
、
義
知
の
説
を
集
成
、
補
訂
し
た
と
い
う
大
部
の
書
『
職
原
鈔
通
考
』
が
あ
る
。
内
閣
文
庫
本
に
よ
っ
て
、

享
保
十
五
年
に
記
さ
れ
た
房
常
の
跋
文
は
左
の
ご
と
し
。

此
職
原
鈔
の
真
名
鈔
は
壺
井

翁
先
師
の
鈔
な
り　

過
年
考
へ
書
入
ら
る
ゝ
故
に
太
祥
に
成
就
せ
し
也　

然
と
も
未
清
書
に
も
及

は
て
有
し
を
予
清
書
を
と
け　

且
所
々
へ
予
の
考
も
書
入
其
功
畢
り
ぬ　

今
度
位
署
書
式
別
巻
と
な
す　

よ
て
全
部
二
十
一
巻
也

し
か
あ
れ
と
も
書
名
も
付
ら
れ
す　

た
ゝ
職
原
鈔
真
名
鈔
と
の
み
い
ひ
し　

爰
に
平
野
に
お
は
し
ま
し
け
る
前
亜
相
韶
光
卿
へ
予

か
清
書
の
本
を
御
覧
に
入
れ
書
名
た
ま
は
ら
ん
事
を
申
請
し
か
は　

職
原
鈔
輯
考
と
賜
り
ぬ　

實
に
是
職
原
鈔
一
部
の
至
極
の
秘

書
た
る
も
の
な
り　

假
令
門
人
た
り
と
い
へ
と
も
輙
傳
授
せ
し
む
へ
き
書
に
あ
ら
す　

能
〻
其
人
の
執
心
を
見
届
る
上
な
ら
で
は

授
与
す
へ
か
ら
す　

そ
の
輯
め
考
る
書
は
國
史
令
格
式
其
他
百
家
の
記
録
等
よ
り
鈔
出
せ
り　

今
度
清
書
の
功
畢
り
ぬ
れ
ば
拾
ひ

尽
せ
し
や
う
な
れ
と
も
松
の
葉
の
ち
り
う
せ
さ
る
か
こ
と
く
し
て
又
々
拾
ひ
残
れ
る
事
も
あ
ら
さ
ら
む　

後
世
い
る
か
せ
に
し
て

捨
る
事
な
か
れ

　
　
　
　
　
　
　

全
篇
二
十
一
巻
以
愚
筆
書
之
畢　

享
保
十
五
年
庚
戌
十
二
月
下
旬　

速
水
藤
原
房
常

こ
の
跋
に
よ
れ
ば
、
房
常
は
義
知
の
稿
本
の
清
書
を
し
た
だ
け
で
な
く
、「
所
々
へ
予
の
考
も
書
入
」
れ
て
、『
職
原
鈔
通
考
』
と
名
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速
水
房
常
『
職
原
鈔
校
訂
』
覚
書

付
け
ら
れ
た
こ
の
書
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
義
知
の
学
へ
の
房
常
の
寄
与
を
考
え
る
と
、『
職
原
鈔
校
訂
』
に
お
け

る
房
常
の
態
度
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
。、
し
か
し
、
も
し
『
校
訂
』
本
の
出
版
が
壺
井
義
知
生
前
で
あ
っ
た
な
ら
、
義
知
へ
の

無
視
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
弟
子
房
常
の
名
に
よ
る
『
校
訂
』
本
出
版
は
は
た
し
て
可
能
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。

壺
井
義
知
の
没
年
は
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
享
年
七
十
九
歳
、『
校
訂
』
刊
行
の
享
保
四
年
（
一
七
四
七
）
は
義
知
没
後
十
二
年

で
あ
る
。

こ
の
師
弟
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。

付　

無
刊
記
本
・
校
訂
本
異
同
一
覧

・
振
り
仮
名
・
送
り
仮
名

　
　
　
　
　

無
刊
記
（
乙
）
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

房
常
『
校
訂
』

原
抄 

職
原
鈔 

１
オ
①

神
（
声
点
ア
リ
）
武
（
声
点
ア
リ
） 
神
（
な
し
）
武
（
な
し
） 

１
ウ
⑤

天
皇
定
（
サ
タ
メ
玉
） 
天
皇
定
（
玉
フ
） 

１
ウ
⑤

大
殿
（
オ
ホ
ト
ノ
右　

ミ
ア
ラ
カ
左
） 

同
（
ミ
ア
ラ
カ
右　
　

な
し
左
） 

１
ウ
⑦

河
上
（
カ
ハ
カ
ミ
） 

同
（
カ
ハ
カ
ミ
右　

ホ
ト
リ
左
） 

２
オ
⑦

祭
主
（
マ
ツ
リ
ノ
ヌ
シ
ト
） 

同
（
マ
ツ
リ
ノ
ツ
カ
サ
ト
） 

２
オ
⑧

神
國
（
ナ
ル
カ
） 

同
（
タ
ル
カ
） 

　

２
ウ
④

 

甲
本
（
ナ
ル
カ
） 
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『
職
原
鈔
校
訂
』
覚
書

統
領
（
ス
ヘ
ー
ス
） 

同
（
ス
右　

ス
ヘ
ヲ
サ
ム
左
） 

　

４
ウ
④

皇
極
（
ク
ワ
ウ
キ
ヨ
ク
） 

同
（
な
し
） 

　

６
オ
②

爾
来
（
シ
カ
シ
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
） 

同
（
な
し
） 

　

６
ウ
⑦

刑
部
親
王
（
な
し
） 

同
（
ヲ
サ
カ
ベ
） 

　

７
オ
①

列
（
ス
） 

同
（
ン
ト
） 

　

７
ウ
④

次
（
ツ
イ
ツ
） 

同
（
ン
ト
） 

　

７
ウ
⑥

帯
（
ス
） 

同
（
ス
ル
ハ
） 

　

８
オ
⑥

周
公
旦
（
シ
ユ
ク
タ
ン
） 

同
（
な
し
） 

　

８
ウ
②

攝
（
シ
ム
）
政
（
ヲ
） 

攝
政
（
ス
） 

　

８
ウ
④

 

甲
本
（
な
し
） 

攝
政
（
シ
玉
フ
） 

同
（
ス
） 

　

９
オ
②

正
帝
（
セ
イ
テ
イ
ニ
） 

同
（
セ
ウ
テ
イ
ニ
）

 
甲
本
（
セ
イ
テ
イ
ニ
） 

　

９
オ
②

中
務
省
ナ
カ
ノ
マ
ツ
リ
コ
ト
ス
ル
ツ
カ
サ 
中
務
省
ナ
カ
ノ
マ
ツ
リ
コ
ト
ス
ル
ツ
カ
サ 

１
６
ウ
②

　
　
　
　

ナ
カ
ノ
マ
ツ
リ
コ
ト
ノ
ツ
カ
サ
或
説 

　
　
　

ナ
カ
ノ
マ
ツ
リ
コ
ト
ノ
ツ
カ
サ
或
説

　
　
　
　

ナ
カ
ツ
カ
サ
常
説

侍
従
（
オ
ホ
ト
ヒ
ト　

ヲ
モ
ノ
ヒ
ト
） 

侍
従
（
ヲ
モ
ト
ヒ
ト
） 

１
７
ウ
⑤

監
物
（
ケ
ン
モ
ツ　

オ
ロ
シ
モ
ノ
ヽ
ツ
カ
サ
） 

監
物
（
オ
ロ
シ
モ
ノ
ヽ
ツ
カ
サ
） 

１
８
ウ
⑤

主
殿
寮
（
ト
ノ
モ
リ
ノ
） 

主
殿
寮
（
ト
ノ
モ
リ
ノ
） 

４
２
オ
①
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訂
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書

　
　
　
　

（
常
ニ
ハ
ト
ノ
モ
ン
ト
云
）

・
本
文

上
巻

四
五
品 

四
五
位 

　

３
オ
②

任
祭
主 

補
祭
主 

　

３
オ
⑥

史　

唐
名
大
常
主
簿 

史　

大
相
當
正
八
位
下　

唐
名
大
常
主
簿 

　

４
オ
②

 

　
　

少
相
當
従
八
位
上

實
親 

實
（
○
公
）
親 

　

７
ウ
⑥

名
家 

名
家
（
○
○
左
） 

　

８
オ
④

在
襁
褓 

皇
子
在
襁
褓 

　

９
オ
①

相
當
正
従
三
位　

今
従
二
位 

相
當
正
三
位
﹇
今
従
二
位
﹈ 

　

９
ウ
⑤

相
當
今
従
三
位 
相
當　

従
三
位 

１
０
ウ
⑤

大
寶
二
年 
大
寶
元
年 

１
０
ウ
⑦

慶
雲
四
年 

慶
雲
四
（
○
二
）
年 

１
１
オ
①

相
當
正
四
位
下 

無
相
當 

１
１
ウ
①

其
外
皆 

其
外
（
○
毎
年
）
皆 

１
２
ウ
①

掾
若
内
官 

掾
（
目
史
生
）
若
（
○
）
内
官 

１
２
ウ
④

左
右
大
丞 

左
右
大
（
○
）
丞 

１
３
ウ
⑦
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速
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『
職
原
鈔
校
訂
』
覚
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或
左
右
大
都
事 

左
右
大
都
事 

１
５
オ
④

唐
名
行
署 

左
右
唐
名
行
署
（
○
○
） 

１
５
ウ
⑥

唐
名
掌
國 

左
右
唐
名
掌
固 

１
６
オ
①

被
官 

被
官
（
○
○
） 

１
６
オ
②

但
異
朝
中
書
令
上
置
監
然
以

大
輔
比
于
監
無
其
謂

 

但
異
朝
中
書
令
上
置
監
然
以

大
輔
比
于
監
無
其
謂

 

１
７
オ
③

大
少
録 

大
少
録　

大　

相
當
正
七
位
上 

１
７
ウ
④

 

　
　
　
　

少　

相
當
正
八
位
上

又
文
主
監 

又
主
監 

１
８
ウ
⑤

主
典
相
當
従
七
位
上 

主
典
相
當
大
初
位
上 

１
８
ウ
⑦

太
皇
太
后
等 

太
皇
（
○
皇
）
太
后 

１
９
ウ
④

昔
ノ
八
百
人 

昔
ハ
大
舎
人
八
百
人 

２
０
ウ
④

な
し 
凡
諸
寮
頭
権
官
有
無
不
同 

２
０
ウ
⑤

大　

相
當
従
八
位
下 
大　

相
當
従
八
位
上 

２
１
オ
②

少　

唐
名
司
天
主
簿 

少　

相
當
従
八
位
下

允　

大
少　

或
無
大
少 

允　

大
少 

２
２
オ
⑥

属　

大　

相
當
従
八
位
下 

属　

大 

２
２
オ
⑧

　
　
　

少　

相
當
大
初
位
上 

　
　

少

允　

大　

唐
名
司
天
丞　

大
史
丞 

允　

大　

大
少
共
相
當
従
七
位
上 

２
３
オ
⑧



26

速
水
房
常
『
職
原
鈔
校
訂
』
覚
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少 

　
　

少　

唐
名
司
天
丞　

大
史
丞

属　

大　

唐
名
司
天
主
簿 

属　

大　

相
當
従
八
位
下　

唐
名
司
天
主
簿 

２
３
ウ
②

　
　
　

少 

　
　

少　

相
當
大
初
位
上

挈
壺
郎 

挈
壺
正 

２
４
オ
③

修
理
知
其
事 

修
理
知
（
専
）
其
事 

２
４
オ
⑤

中
務
被
官
也 

中
務
被
官
（
○
管
）
也 

２
４
ウ
④

近
代
親
王 

近
代
（
○
○
）
親
王 

２
５
オ
②

近
代
儒
中 

近
代
（
○
○
）
儒
中 

２
５
ウ
⑤

七
省
丞
相
相
當
皆
同 

な
し 

２
６
オ
①

丞
又
云
侍
郎　

吏
部
侍
郎
職

侍
中
著
緋
初
出
紫
微
官
云
　々

是
六
位
蔵
人
為

式
部
丞
而
叙
爵
時
事
也

 

丞
又
云
侍
郎　

吏
部
侍
郎
職

侍
中
著
緋
初
出
紫
微
官
云
　々

是
六
位
蔵
人
為

式
部
丞
而
叙
爵
時
事
也

 

２
６
オ
④

謂
之
二
省
丞 
謂
之
二
省
丞
（
○
○
○
○
○
） 

其

 
其
職 

２
６
ウ
③

凡
諸
寮
頭
権
官
有
無
不
同 

諸
寮
頭
権
官
有
無
不
同

 

２
６
ウ
⑥

允　

大　

相
當
七
位 

允　

大 

２
７
オ
⑧

必
轉
于
参
議
也 

必
轉
于
参
議
（
○
政
）
也 

２
７
ウ
④

近
代
五
位
官
也 

近
代
五
位
（
○
已
上
之
脱
歟
）
官
也 

２
８
オ
②

筭
博
士
二
人　

相
當
従
七
位
上 

算
博
士
二
人　

相
當
正
七
位
下 

２
８
ウ
⑤
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速
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職
原
鈔
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訂
』
覚
書

　
　
　
　
　
　
　

唐
名
筭
学
博
士 

　
　
　
　
　
　

唐
名
算
学
博
士

作
七
旬
耆
老 

作
（
○
為
）
七
旬
耆
老 

２
９
ウ
⑤

頼
元
又
継
父
跡 

頼
元
又
継
（
追
）
父
跡 

２
９
ウ
⑦

雅
楽
寮　

唐
名
大
楽 

雅
楽
寮　

唐
名
大
楽
署 

３
１
オ
③

属
大　

唐
名
大
楽
府 

属
大　

唐
名
大
楽
府
（
○
主
簿
） 

３
１
ウ
③

相
當
正
六
位
上 

相
當
正
六
位
下 

３
２
オ
①

唐
名
鴻
臚
丞 

唐
名
鴻
臚
丞 

六
位
侍
任
之 

３
２
オ
③

員
外
郎
歟 

な
し 

３
３
オ
⑥

當
頭
助
為
重
任 

當
（
寮
）
頭
助
為
重
任
（
改
刻
丁
） 

３
４
オ
⑥

治
部
刑
部 

（
○
近
代
歟
）
治
部
刑
部 

３
５
オ
④

四
品 

四
品
（
○
位
） 

３
５
オ
④
⑤

佑　

唐
名
布
護
少
尹 

佑　

相
當
正
八
位
上 

３
６
オ
⑤

 
　
　

唐
名
布
護
少
尹

正
八
位
官 
正
（
○
）
八
位
官 

３
６
オ
⑥

相
當
大
初
下 

相
當
大
初
（
位
）
下 

３
６
オ
⑦

訴
訟
當
省 

訴
（
○
争
）
訟
當
省
（
○
官
） 

３
６
ウ
②

司
直
許
事 

司
直
評
事 

３
７
オ
⑧

中
判
事
一
人
近
代
不
任
之 

中
判
事
一
人
相
當
正
六
位
下 

３
７
ウ
②

 

　
　
　
　
　

近
代
不
任
之
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属
大  

唐
名
大
理
録
事　

許
事
主
簿 

属
大　

相
當
正
七
位
下　

唐
名
大
理
録
事　

  
　
　

少 

　

少　

相
當
正
八
位
下　

評
事
主
簿 

３
７
ウ
⑤

令
史　

唐
名
獄
史 

令
史
大
相
當
大
初
位
上　

唐
名
獄
史 

３
８
オ
①

 

　
　

少
相
當
大
初
位
下

周
礼
地
官
吏 

周
礼
地
官
吏
（
○
戸
） 

３
８
オ
④

諸
国
租
税 

諸
国
租
税
（
○
○
調
庸
） 

３
８
オ
⑤

令
史　

唐
名
織
染
史 

令
史　

相
當
大
初
位
下 

３
９
オ
⑧

 

　
　
　

唐
名
織
染
史

百
工
事
當
省
所
掌
也 

百
工
事
當
省
（
○
官
）
所
掌
也 

３
９
ウ
②

大
夫
一
人　

権
大
夫
一
人　

唐
名
大
官
令 

大
夫
一
人　

権
大
夫
一
人　

唐
名
大
官
令

　
　
　
　
　
　

相
當
正
五
位
下
元
正
五
位
上 

　
　
　
　
　

相
當
元
正
五
位
上
弘
仁

　
　
　
　
　
　

弘
仁
改
従
四
位
下
云
々 

　
　
　
　
　

改
従
四
位
下
云
々 

４
０
オ
⑤

殿
上
四
位
五
位 
殿
上
（
○
人
）
四
位
五
位 

４
０
オ
⑦

進
大　

唐
名
大
官
丞 
進
大　

相
當
従
六
位
下　

唐
名
大
官
丞

　
　

少 

　

少　

相
當
正
七
位
上 

４
０
ウ
⑥

大
炊
寮　

唐
名
大
倉
署 

大
炊
寮　

唐
名
大
倉
署

　
　
　
　
　

掌
諸
国
御
稲
田
及
公
私
熟
食
等
事 

　
　
　
　

掌
諸
国
（
○
○
畿
内
）
御
稲
田
及
公
私
熟
食
等
事 

４
１
ウ
②

属
大　

唐
名
大
倉
史
云
々 

属
大　

唐
名
大
倉
史 

４
１
ウ
⑧

　
　

少 

　

少
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主
殿
寮　

唐
名
尚
舎
局 

主
殿
寮　

唐
名
尚
舎
局 

４
２
オ
①

　
　
　
　
　

掌
殿
上
殿
下
洒
掃
事 

　
　
　
　

掌
殿
上
（
○
○
）
殿
下
（
○
庭
）
洒
掃
事

助
権　

相
當
従
六
位
下 

　

助
権　

相
當
従
六
位
上 

４
２
ウ
③

　
　
　
　

唐
名
大
醫
正
云
々 

　
　
　
　

唐
名
大
醫
正
云
々

正
親
司　

唐
名
宗
正
寺　

掌
皇
親
籍
事 

　

正
親
司　

唐
名
宗
正
寺 

４
４
オ
④

 

　
　
　
　
　

掌
皇
親
名
籍
事

令
史　

唐
名
宗
正
録
事 

令
史
大
相
當
大
初
位
上　

唐
名
宗
正
録
事 

４
４
オ
⑧

 

　
　

少
相
當
大
初
位
下

今
代
不
任
正
以
奉
膳
擬
正

一
流
之
外
他
人
不
居

 

今
代
不
任
正
以
奉
膳
擬
正

一
流
之
外
他
人
不
居

 

４
４
ウ
⑤

令
史　

唐
名
尚
食
史 

令
史　

相
當
代
初
位
上 

４
４
ウ
⑦

 

　
　
　

唐
名
尚
食
史

令
史　

唐
名
良

史 
令
史　

相
當
大
初
位
上 

４
５
オ
⑤

 

　
　
　

唐
名
良

史 

同
上
諸
道
中
雖
六
位
又
任
之 

同
上
（
○
○
）
諸
道
中
雖
六
（
○
七
）
位
又
任
之 

４
５
オ
⑧

令
史　

唐
名
采
女
史 

令
史　

相
當
大
初
位
下 

４
５
ウ
②

 

　
　
　

唐
名
采
女
史

正
一
人　

相
當
従
六
位
上　

白
漿
令 

正
一
人　

相
當
従
六
位
上 

４
５
ウ
④

　
　
　
　
　

唐
名
上
林
蔵
氷 

　
　
　
　

唐
名
上
林
令　

白
漿
令
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令
史　

唐
名
上
林
監
事 

令
史　

相
當
少
初
位
上 

４
５
ウ
⑧

 

　
　
　

唐
名
上
林
監
事

中
務
者
卿
以
下 

中
務
者
卿
（
○
輔
）
以
下
（
○
上
） 

４
６
オ
②

准
拠
異
朝 

准
拠
異
（
○
唐
）
朝 

４
６
オ
③

八
省
被
官
諸
寮 

八
省
被
官
（
○
管
）
諸
寮
（
○
司
） 

４
６
オ
④

原
抄
上
巻
終 

職
原
鈔
上
巻
終 

４
６
ウ

下
巻

親
王
或
大
納
言 

親
王
或
大
（
○
又
）
納
言 

１
オ
⑥

疏
大　

唐
名
御
史
録
事 

疏
大　

相
當
正
七
位
上　

唐
名
御
史
録
事 

１
ウ
⑧

　
　

少 

　

少　

相
當
正
八
位
上

令
史　

唐
名
市
録
事 

令
史　

相
當
大
初
位
上 

３
オ
④

 
　
　
　

唐
名
市
録
事

右
京
職　
　

同
左 
右
京
職　
　

同
左
京 

３
オ
⑤

西
市
司　
　

同
東 

西
市
司　
　

同
東
市 

３
オ
⑥

大
夫 

大
夫
一
人 

４
オ
⑦

名
家
四
位
有
人
望 

名
家
四
位
有
（
○
才
）
人
望 

４
ウ
⑦

大
進
一
人
権
三
人　

相
當
元
従
六
位
上 

大
進
一
人
権
三
人   
相
當　

従
六
位
上 

５
オ
②

属
大
少　

唐
名
詹
事
録
事 

属
大　

相
當
正
八
位
下　

唐
名
詹
事
録
事 

５
オ
⑧
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少　

相
當
従
八
位
上

主
膳
監　

唐
名
典
膳
局
云
々 

主
膳
監　

唐
名
典
膳
局

佑　

令
史 

佑
（
相
當
正
八
位
下
）
令
史
（
相
當
大
初
位
上
） 

５
ウ
④

佑　

令
史 

令
史
（
相
當
少
初
位
下
） 

５
ウ
⑥

佑　

令
史 

令
史
（
相
當
少
初
位
下
） 

５
ウ
⑧

重
代
侍
等
所
望
補 

重
代
侍
等
所
望
補
（
○
任
） 

６
オ
③

重
代
諸
大
夫
補
之 

重
代
諸
大
夫
（
○
被
）
補
之 

６
オ
⑤

允
大
少 

允
大　

相
當
正
七
位
下 

６
ウ
⑤

 

　

少　

相
當
従
七
位
下

属
大
少 

属
大　

大
少
共
相
當
従
八
位
下 

６
ウ
⑥

 

　

少

次
官　

判
官　

主
典 

次
官
（
相
當
従
六
位
上
）
判
官
（
相
當
従
七
位
上
） 

７
オ
①

 
主
典
（
相
當
従
八
位
下
）

進
大
少　

唐
名
匠
作
丞  
進
大　

相
當
従
六
位
上　

唐
名
匠
作
丞 

７
ウ
⑥

  

　

少　

相
當
従
六
位
下

属
大
小　

唐
名
匠
作
録
事 

属
大　

相
當
従
七
位
下　

唐
名
匠
作
録
事 

７
ウ
⑦

 

　

少　

相
當
従
八
位
上

近
代
常
不
任
之
可
任
者 

近
代
常
不
任
（
○
補
）
之
可
任
（
○
補
）
者 

９
オ
①

防
鴨
河
使 

防
鴨
（
○
）
河
使 

９
ウ
③
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已
上
除
目
任
之 

已
上
除
目
任
（
○
為 

歟
）
之 

９
ウ
⑥

醫
道
四
位
已
下
任
之 

醫
道
四
位
已
下
任
（
○
補
）
之 

１
０
オ
②

　
　
　

但
不
載
除
目 

　
　

但
不
載
除
目　

宣
下
官 

１
０
オ
⑤

宣
下
官

雖
非
参
議
補
之 

雖
非
参
議
（
○
四
位
）
ト
補
之 

１
１
オ
⑧

才
幹
有
職 

才
幹
有
識 

１
１
ウ
⑤

諸
大
夫
不
任
之
而
光
頼
卿
初
任
之 

諸
大
夫
不
任
（
○
補
）
之
而
光
（
○
顕
）
頼
卿
初
任
（
○
補
）
之 

１
１
ウ
⑥

真
実
追
捕
犯
人 

（
○
近
代
）
真
實
追
捕
犯
人 

１
３
オ
⑤

違
奮
例
也 

違
奮
例
也
（
○
乎
） 

１
３
ウ
④

橘
氏
者
昔
橘
家
有
昇
納
言
已
上 

橘
氏
者
昔
橘
家
（
○
○
）
有
昇
納
言
已
上 

１
５
ウ
⑧

内
侍
者

者
任
也 

内
侍
者

（
○
宦
）
者
任
也 

１
７
ウ
③
④
⑥

非
参
議
大
辨
猶
不
着
其
下 

非
参
議
大
辨
猶
（
○
獨
）
不
着
其
下 

１
８
オ
⑧

三
條
摂
政 
三
條
摂
政
（
○
兼
家
公
） 

１
９
ウ
②

先
任
八
省
輔 
先
（
○
或 

歟
）
任
八
省
輔 

１
９
ウ
⑧

次
任
勘
解
由
次
官 

次
（
○
或 
歟
）
任
勘
解
由
次
官 

１
９
ウ
⑧

次
任
廷
尉
佐  

次
（
○
或 
歟
）
任
廷
尉
佐 

１
９
ウ
⑧

所
謂
三
事
兼
帯  

所
謂
三
事
兼
帯
（
○
是
也
） 

２
０
オ
⑤

猶
帯
辨
是
又
清
撰
也　

若
雖
稟
其
家
非
其 

此
三
十
字
旧
本
本
行
也 

２
０
オ
⑥

器
者
去
辨
任
他
官
也　

是
故
頭
辨
為
規
模 

猶
帯
辨
是
又
清
撰
也　

若
雖
稟
其
家
非
其
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器
者
去
辨
任
他
官
也　

是
故
頭
辨
為
規
模 

２
０
オ
⑥

殆
失
於
身
者
也  

殆
失
於
（
○
出
）
身
者
也 

２
０
ウ
④

書
加
其
名 

書
加
其
（
○
職 

歟
）
名 

２
２
オ
②

六
位
侍
可
然
輩
之
補
之 

六
位
侍
可
然
之
輩
補
之 

２
２
オ
⑧

歴
代
因
准 

歴
代
因
准
（
○
循
歟
） 

２
２
ウ
⑥

國
造
乃
國
司
名
後
改
云
守
也 

國
造
（
○
○
）
乃
國
司
（
○
○
）
名
後
改
云
守
（
○
）
也 

２
３
オ
②

有
大
掾　

有
少
掾 

有
権
大
掾　

有
権
少
掾 

２
３
ウ
④

掾　

相
當
従
八
位
下 

（
令
外
）
掾　

相
當
従
八
位
下
（
○
○
○
○
○
○
） 

２
４
ウ
③

常
儀
参
議
兼
國 

常
儀
（
○
○
近
代
歟
） 

参
議
兼
國 

２
５
ウ
②

記
事　

唐
名
都
護
録
事 

記
事　

相
當
正
七
位
上 

２
６
ウ
⑥

 

　
　
　

唐
名
都
護
録
事

養
老
二
年 

養
老
二
（
○
三
）
年 

２
７
オ
③

聖
武
天
皇
二
年 
聖
武
天
皇
二
（
○
元
）
年 

２
７
オ
④

土
左 

土
佐 

２
８
オ
⑦

間
依
請
任
之 

間
依
（
○
雖
）
請
任
之 

３
０
オ
③

譜
代
上
臈
任
之 

譜
代
上
臈
任
（
○
兼
歟
）
之 

３
１
オ
⑥

氏
宗
公 

氏
宗
（
○
公
）
公 

３
１
ウ
②

其
職
掌
大
略
同
大
臣 

其
職
掌
（
○
○
儀
）
大
略
同
大
臣 

３
１
ウ
③

實
朝
公
是
也
非
常
之
極
也 

實
朝
公
是
也
非
常
之
極
也
（
○
歟
） 

３
２
オ
②
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叙
四
位
時
去
職 

叙
四
位
時
去
（
○
其
）
職 

３
２
ウ
④

兵
杖 

兵
杖
（
○
仗
） 

３
３
ウ
⑥

外
衛 

外
衛
（
○
○
） 

３
４
オ
①

元
者
衛
士
府 

元
者
（
○
云
）
衛
士
府 

３
４
オ
③

但
源
頼
家
朝
臣
任
左
衛
門
督
別
儀　

歟 

但
源
頼
家
朝
臣
任
左
衛
門
督
別
儀 

歟 

３
４
オ
⑦

 

旧
本
十
四
字
本
行

志
大　

唐
名
金
吾
録
事 

志
大　

相
當
正
八
位
下　

唐
名
金 

３
５
オ
⑤

　
　

少 

　

少　

相
當
従
八
位
上　

護
録
事

同
前 

同
前
（
○
○
） 

３
６
オ
④

謂
之
幕
府
漢
書
註 

謂
之
幕
府
漢
書
註
（
○
○
） 

３
７
ウ
⑥

漢
書
師
古
曰
戯
諸
軍
之
旌
麾
也 

漢
書
師
古
曰
戯
諸
（
○
謂
）
軍
之
旌
麾
也 

３
７
ウ
⑧

所
以
専
刑
戮 

所
以
専
刑
戮
也 

３
８
オ
②

鎮
守
府 
鎮
守
（
○
）
府 

３
９
ウ
⑥

副
将
軍
二
人　
　

中
古
以
来
府
任
之 
副
将
軍
二
人
無
相
當　

中
古
以
来
府
任
（
○
補
）
之 

４
０
ウ
②

可
補
此
職
歟 

可
補
（
○
任
）
此
職
歟 

４
０
ウ
⑤

未
置
鎮
守 

未
置
鎮
守
（
○
府
） 

４
１
オ
⑥

忠
文
朝
臣
任
征
東
将
軍 

忠
文
朝
臣
任
（
○
補
）
征
東
将
軍 

４
１
ウ
④

其
弟
仲
舒 

其
弟
仲
（
○
忠
）
舒 

４
１
ウ
④

被
任
征
夷
大
将
軍 

被
任
（
○
）
征
夷
大
将
軍 

４
２
オ
①
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頼
家
朝
臣 

頼
家
朝
臣
（
○
○
卿
） 

４
２
オ
②

任 

任
（
○
） 

４
２
オ
⑤
⑥
⑦

諸
臣 

諸
臣
（
○
） 

４
４
オ
③
④
⑤

名
家 

名
家
（
○
○
） 

４
５
ウ
④
４
６
オ
①

或
人 

後　

或
人 

４
８
オ
①

此
両
巻 

前　

此
両
巻 

４
８
オ
⑧

抄
出
之
本 

鈔
出
之
本 

４
８
ウ
①

正
一
位　

唐
名
文
散
位 

正
一
位　

唐
名
文
散
位
（
○
○
○
○
○
） 

補
１
オ
①

天
平
勝
寶
二
年 

天
平
勝
寶
二
（
○
元
）
年 

補
１
オ
②

嘉
元
三
年 

嘉
元
三
（
○
○
○
永
仁
七
）
年 

補
１
ウ
①

名
家 

名
家
（
○
○
） 

補
１
ウ
③

唐
名
特
進　

或
上
柱
國 

唐
名
特
進　

或
上
柱
國
（
○
○
○
○
） 

補
１
ウ
④

正
廣
三 
正
廣
三
（
○
貮
） 

補
１
ウ
⑤
⑥

少
将
永
久 
少
将
永
（
○
承
）
久 

補
２
オ
③

采
女
主
水
佑
中
下
國 

采
女
主
水
佑
中
下
（
○
）
國 

補
５
オ
③

正
九
位
上　

唐
名
儒
林
郎 

大
初
位
上
下　

唐
名
上
儒
林
郎 

補
５
オ
④
⑤

　
　
　
　
　
　

中
國
目
等
相
當
也 

　
　
　
　
　
　
　
　

下
登
仕
郎

大
初
位
上
下　

唐
名　

登
仕
郎 

中
國
目
等
相
當
也 

　
　
　
　
　
　
　

相
當
同
之
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下　

時
任
郎 

下　

將
任
郎 

補
５
オ
⑥

任 

任
（
○
補
） 

補
５
ウ
②
③
④
⑤
補
６
オ
②

此
抄
者
北
畠
准
后 

此
鈔
者
北
畠
准
后 

補
６
オ
⑧

東
竪
司 

東
豎
司 

 

後
１
オ
⑦

掌
蔵
四
人　

掌
出
納
綵
帛
賞
賜
之
事 

掌
蔵
四
人　

掌
出
納
綵
帛
賞
賜 

後
２
オ
②

掌
縫
四
人　

掌
命
婦
参
見
朝
會
引
導
之
事 

掌
縫
四
人　

掌
命
婦
参
見
朝
會
引
導 

後
４
ウ
③

雖
為
三
品 

雖
為
三
品
（
○
位
） 

 

後
５
オ
⑧

力
不
及
事
歟 

力
不
及
事
歟
（
○
也
） 

後
５
ウ
③

不
可
例 

不
可
（
○
為
）
例 

後
５
ウ
⑥

院
御
許 

院
御
許
（
○
計
） 

後
５
ウ
⑦

建
暦
比 

建
暦
（
○
之
）
比 

後
６
ウ
③

父
雖
坊
官 

父
雖
（
○
為
）
坊
官 

 

後
６
ウ
⑦

或
國
名
ヲ
モ
ヨ
ヒ 
或
國
名
（
○
）
ヲ
モ
ヨ
ヒ 

後
７
ウ
①

不
取
御
服 
（
○
中
臈
）
不
取
御
服 

後
７
ウ
⑥

着
紺
紫
小
袖
帷
事 

着
紺
紫
小
袖
帷
事
（
○
也
） 

後
７
ウ
⑥

近
代
華
族 

近
代
華
族
（
○
餝 

歟
） 

後
８
オ
①

近
代
漸
零
落 

近
代
漸
（
○
所
令
）
零
落 

後
８
ウ
①

刀
自　

 

刀
自　

（
○
負
） 

後
８
ウ
⑥

近
日
兼

 

近
日
兼

（
○
刀
自
） 

後
９
オ
③
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無
指
俸
禄 

無
指
俸
禄
（
季
イ
） 

後
９
オ
⑤

十
二
人
華
族 

十
二
人
華
族
（
○
餝 

歟
） 

後
９
オ
⑦

御
殿
調
度 

御
殿
（
○
）
調
度 

後
９
ウ
⑧

家
司　

下
家
司 

家
司　

下
家
司
（
○
○ 

○
○
○
） 

後
１
１
オ
⑦

法
眼　

律
師　

准
五
位 

法
眼　

律
師　

准
（
○
殿
上
）
五
位  

後
１
１
ウ
④

地
下
五
位 

地
下
五
（
○
四
）
位 

後
１
１
ウ
⑤

治
部
省
解
僧
位 

（
○
得
）
治
部
省
解
（
○

）
僧
位 

後
１
２
オ
⑧

行
守
字
令
云 

行
守
字
（
○
官
位
）
令
（
○
義
解
）
云 

後
１
４
オ
①

文
武
官
云
々 

文
武
官
云
々
（
○
○
） 

後
１
４
オ
②

高
為
守
謂
若
以
無
位
人 

高
為
守
（
○
義
解
）
謂
若
以
無
位
人 

後
１
４
オ
③

近
代
不
謂
相
當 

近
代
（
○
○
）
不
謂
相
當 

後
１
４
オ
⑤

相
當
官
又
有
行
字
事 

相
當
官
又
有
（
○
守
）
行
字
事 

後
１
５
オ
⑤

修
理
宮
城
使 

判
官 

次
官 
修
理
宮
城
使 

判
官 

主
典 

後
１
６
ウ
③

造
寺
長
官
同
上
鎮
守
府
将
軍 
造
寺
長
官
同
上
（
○
○
）
鎮
守
府
（
○
○
○
征
夷
大
）
将
軍 

後
１
６
ウ
③

　

久
安
四
年
正
月
二
十
七
日 

久
安
四
年
正
月
二
十
七
（
四
）
日 

後
１
８
オ
⑧

宜
為
定
数 

宜
（
○
永
）
為
定
数
（
○
員
） 

後
１
８
ウ
①

不
可
取
上
者 

不
可
取
上
（
○
○
載
闕
官
帳
）
者 

後
１
８
ウ
②

左
右
兵
衛 

左
右
兵
衛
（
○
尉
） 

後
１
８
ウ
③

官
位
相
當
略
頌 

官
位
相
當
略
頌
自
是
以
下
依
有
誤
不
用
之 

後
１
９
オ
①


